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人手不足だが，求人控え
　本県の有効求人倍率の推移をみると，2020年
春以降，新型コロナウイルスの影響で経済活動
が停滞し，大幅に下落した（図表1）。その後，コロ
ナ禍からの経済活動再開にともなう需要増を受
け、直近のピークである2022年7月には1.38倍まで
上昇したものの，以降は緩やかな下落が続いて
いる（2025年5月は1.11倍）。有効求人倍率の変
動要因（求人・求職別）をみると，足元では求人
数の減少が有効求人倍率の下落に寄与する
ケースが多い。
　一方，当研究所が実施している県内企業・業
況調査では，約6割の企業が経営上の問題点と
して「人手不足・求人難」を挙げている（図表2）。
また，人手確保・離職防止のための「防衛的賃上
げ」や最低賃金引き上げなど賃金上昇圧力が強
まっており，「人件費等各種経費高」を経営上の
問題点として挙げる企業が増加している（同）。人
手不足感は強いが，物価高や人件費高により，企
業が新たな求人を控えている状況がうかがえる。

台頭する民間人材サービス　　　
　有効求人倍率や新規求人数は雇用動向を把
握するための指標として広く活用されている。た
だ，これらの指標はハローワーク市場の動きを表
したもので，労働市場全体を網羅しているわけで
はない。人手不足が深刻化する中でのハロー
ワークを通じた求人数が減少している要因とし
て，ハローワーク以外の民間人材サービスの台頭
が挙げられる。本県の求人広告件数をみると，コ
ロナの時期を除けば，前年を上回る推移が続い

ている（図表３）。広告以外にも労働者派遣，職業
紹介，転職支援サービスのほか，スキマ時間を活
用したスポットワークなどの仲介サービスも存在す
る。またこうしたサービスがインターネットやスマホ
などの普及によるデジタル化の影響で，求人側，
求職者側ともに気軽に利用できるようになってい
る。入職経路別の入職者数の推移をみると，本県

では全国ほどハローワークから民間へシフトして
はいるわけではないが，こうした職業紹介ツール
の多様化がハローワークにおける求人減につな
がっていると思われる（図表4）。
　また，新規求職者と有効求職者注1の推移をみ
ると，2020年以降，両者のかい離がはっきりと表れ
るようになった（図表5）。これは求職者が自身の求
める条件の仕事を見つけられず，また求人を出す
企業側も求める人材が見つからず，求職者がハ
ローワーク市場に長期間「滞留」していることを意
味する。例えば，企業側は比較的若い人材を求
めるのに対し，求職活動を始めるのは，物価高を
受け収入を増やす高齢者が増えるなどのミスマッ
チがこうしたかい離を引き起こしている。その結
果，ハローワークでの就職件数減少につながって
いるとみられる。
　こうした状況にハローワークも手をこまねいてい
るわけではない。オンラインを活用した求人・求職
の受け付けを進めているほか，地域別・雇用形態
別・産業別以外にも，子育て応援求人，シニア向
け求人などの多様な働き方に対応したワンタッチ
検索が可能になっている。また，マッチング機能強
化のために求人側に対して条件緩和や魅力ある
求人票の作成支援等の助言など求人充足のた
めのサービスを強化している。一方で，求職側に
対してはニーズに合わせたミニ面接会，模擬面接
などを行ったり，就職後の定着につなげるための
職業相談を実施したりしている。「ハローワークの
ほうが，定着率が高い」という企業からの声もあ
り，伴走支援を強化していく。

労働者派遣業界における変化
　労働者派遣業界においても売り手市場の様相
は強まっている。求職側は多様化する職業紹介
ツールを複数使いこなし，より良い条件の仕事を
探し，また複数の職場を掛け持ちする例も増えて
きた。南日本リビング新聞社（以下，リビング新聞）
の仲野博子課長補佐によると「2，3年前は，勤務

日数・時間や給与などの就労条件に関して，登録
スタッフがある程度妥協して就業するケースも多
かった。しかし最近はスタッフが求める条件が細
かくなり，合致しないと就業しないことも増えた」と
いう。また，マンパワーグループ（以下，マンパワー
G）鹿児島支店の山本拓真支店長は「物価高を
受けて，複数の派遣先を掛け持ったり，派遣先の
仕事の合間にエントリーしやすい単発バイトを入
れたりするケースも増えている」と話す。
　企業側にも変化がみられる。人手不足を受け
て，企業側も多様なツールを利用し，求人をしてき
たが，物価高や既存の従業員の賃上げにより人
件費が限られる中で，反応や定着率の良い媒
体，サービスにしぼって求人を出す傾向が強く
なっている。また，期間限定ではなく，長い期間働
いてもらうため，直接雇用を前提とした紹介型人
材派遣のニーズが高まっている。リビング新聞の

り，日本以外の国や首都圏との間で外国人材の
獲得競争が激化することが予想される。今後もこ
うした取り組みを地道に続け，外国人材の確保，
定着を推し進めていきたい」と話す。
　また県内で人材が確保できないのであれば，
県外から呼び込むことも重要な選択肢である。県
では産業人材確保のために移住支援等施策な
どを行っている。

③障害者
　数としては多くはないが，障害者の労働参加も
有効である。現在，40人以上の従業員を雇用して
いる民間事業所は障害者1人以上を雇用するこ
とが義務付けられている。県雇用労政課では障
害者の雇用経験がない事業所が短期の雇用体
験（最長14日間）を実施した際に，事業者へ奨励
金（1,000円／日），障害者へ手当（3,000円／日）
を補助する事業を行っている。2024年度は100件

の体験実績（うち，「卸売・小売業」と「医療・福
祉」の合計が50件）があり，67件が就労につな
がった。同課の障害者就業開拓推進員の鳥越隆
雄氏は「人手不足を機に社内業務の見直しをす
る中で，障害者が得意とする分野で働いてもらい
たいと考える事業者も少しずつ増えている」と話
す。事業所・障害者双方のミスマッチをなくし，不
安を解消することで，障害者の雇用機会の拡大
を後押しする。

人手不足を前提とした取り組みが必須
　人口減少に伴う労働供給量の制約がもたらす
人手不足は当面続くことが見込まれる。そうした
中，企業にとっては新たに働き手を確保し，定着し
てもらうための取り組みが引き続き求められる。一
方，限られた人員を有効に活用するために，既存
業務の見直しによる生産性向上も必要となってく
る。そうした中，小売業におけるセルフレジの導入，
建設業におけるDX（デジタル化）の浸透，外食産
業におけるタッチパネル注文や配膳ロボットの導
入など，県内の事業所においても業務見直しによ
る省力化，効率化の取り組みが加速している。
　今後は，「人手不足を前提」とした企業活動が
常態化する中で，AIやロボット技術の導入による
業務効率化に加え，多様な人材の活用や働きや
すい職場環境の整備が不可欠となる。こうした課
題に対応するためには，企業だけではなく行政や
教育機関が連携し，持続可能な労働力の確保に
向けた社会全体での取り組みが求められる。
（九州経済研究所　経済調査部　新川 真吾）

仲野氏は「登録スタッフはリビング新聞の読者層
である主婦層や40～60代が中心だが，企業側も
60歳代のスタッフの採用に抵抗がなくなってきて
いると感じる。一方で，物価高を受けて70歳代か
らの登録に対する問い合わせもある」と話す。
　コロナ禍以降，ワークライフバランスを重視する
傾向がさらに強まり，働き方に関する考え方も変
わりつつある。マンパワーGの山本氏は「定着率の
高い企業は，採用後も労働条件を柔軟に変えて
いける企業。OJTの充実など，企業は労働者が
働きやすい環境を整備することがこれまで以上に
求められる」と語る。
　リビング新聞，マンパワーGともに，企業や登録ス
タッフのニーズの変化に対しても対応を進める。ス
タッフ・企業双方に対して，譲れる条件，譲れない
条件などニーズを細かくヒアリングしたり（リビング
新聞），契約の窓口となる企業の総務担当者だけ
ではなく，実際配属される部署に対しても求める人
材の条件を聞き取ったり（マンパワーG）するなど，
ミスマッチを少なくするための対応に力を入れる。
またマンパワーGは，これまで同社が強みとしてい
た事務職は企業の業務効率化やDXの影響を受
けやすいことから，人手不足感の強い建設業の
施工管理，またケアサービス関連業など業界・職
種に特化した派遣サービスの展開を強化してい
く。

「人手不足」の中身が変化
　当研究所の企業・業況調査によると，2019年
10～12月期には雇用人員DI注2は▲45となるな
ど，コロナ前から企業の人手不足感は強かった

（図表6）。人手不足感は新型コロナにより一時的
に緩和したものの，足元の2025年1～3月期の雇
用人員DIは▲51となっており，ここ10年間でも最
も低い水準となっている。
　このように企業の人手不足感は依然として根
強いことが分かるが，足元の「人手不足感」がこ
れまでの「人手不足感」とはその中身が変化して
いる。図表6をみると2017年までは業況DIと雇用
人員DI（反転）の推移はほぼ一致（＝景況DIが
改善すると人手不足感が強まる）していたが，
2018年以降はかい離が表われ，開きが大きくなっ
ている（図表6-①）。同様に，同方向に推移してい
た雇用人員DI（反転）と有効求人倍率も2022年
以降，かい離（＝人手不足だけど有効求人倍率
低下）がみられるようになった（図表6-②）。景況
感（需要サイド）と連動していた従来の「人手不
足」が変わりつつあることがうかがえる。
　その背景には人口，とりわけ生産年齢人口（15
～64歳）の減少がある。本県の生産年齢人口は
2020年には2000年比で21.6％（23万8,000人）減
少しており，国立社会保障・人口問題研究所の
推計によると，2050年には2020年比で35.4％減少
（30万6,000人減少）することが見込まれている
（次頁図表7）。また，九州経済調査協会は，2030
年に本県で6.7万人（生産年齢人口比で9.2％）の
働き手が不足すると試算しており，労働供給量の
制約（供給サイド）がもたらす人手不足感への対
応が急務となっている。

変更を受け，労働時間を増やせば人手不足感の
緩和につながることが期待されている。一方で，扶
養の問題や，労使双方の保険料負担の増加など
懸念材料も多く，今後の動向が注目される。

②外国人・移住者
　2024年10月末現在，県内で働く外国人は１万
4,240人と過去最高を更新しており，2029年度まで
に約1万9,000人になると推計されている注3（次頁図
表10）。県は国や市町村，関係機関と連携しなが
ら，「第2次かごしま外国人材受入活躍推進戦略」
に基づき，外国人材の確保，受入，定着に向け，各
種施策を展開していく。
　伊佐市の隼仁会は2019年度から技能実習生の
受け入れを始めた。社会福祉法人，医療法人の両
法人で計38人（2025年6月末現在）の外国人労働
者が在籍し，入所者の介護全般や調理業務など
に携わっている。出身国別にみると，受け入れ当初
はベトナムが多かったが，現在はミャンマーが約7
割，ネパールなどが続く。同会では，敷地内の
Wi-Fiを完備したうえで，外国人職員にポケトーク
を配置したり，業務終了後に日本語教室を開いたり
して外国人職員の日本語習得を支援している。ま
た，職場近くにある寮を安い家賃で提供したり，日
本人職員が定期的に買い出しに連れて行ったりす
る。さらに，地元の行事などに積極的に参加したり，
県の補助事業を活用し県内への旅行を企画したり
して，自身が生活している伊佐市や鹿児島県の魅
力を知ってもらっている。監理団体や生活支援員な
どとも密に連携し，働きやすい職場環境づくりはもと
より，外国人労働者が感じる言葉や生活面での
ハードルを取り除く取り組みに力を入れる。
　一方，仕事が慣れたタイミングで条件の良い首
都圏などへ転職する外国人職員も一定数はいる。
ただ，こうした取り組みが奏功し，技能実習終了
後，在留資格を特定技能に切り替えて引き続き従
事する職員もおり，国家資格である介護福祉士を
取得した職員は5人に上る。さらには在籍している
外国人職員が本国の知人や親族などを紹介して
就労につながるケースも出てきている。同会の池畑
和樹事務長は「2027年に始まる育成就労制度によ

労働の担い手を増やす
①女性・高齢者
　働き手が減少し，人手不足が深刻化する中で，
女性や高齢者など労働市場に出ていない「潜在的
な労働余力」をいかに取り込むかが重要になってく
る。年齢別の労働力率をみると，結婚・出産・育児
中の女性が働きやすい職場環境の整備が進んだ
ことを受け，25～45歳の女性の労働力率が上昇
し，いわゆるM字カーブの底は上昇しつつある（図
表8）。一方で，女性の雇用形態をみると，男性と比
べると労働時間が少ない「パート・アルバイト」の割
合が高くなっている（図表9）。
　また，物価高が続く一方，年金額の伸びが抑え
られており，物価高騰を背景に生活費を補うために
仕事探しを始める高齢者も増えてきている。女性や
高齢者については，いわゆる「年収の壁」の引き上
げや在職老齢年金制度の見直しが行われ，今後
は国民年金の第3号被保険者制度の見直しや厚
生年金の加入対象拡大も検討されている。これま
で年収の壁などを理由に労働時間を抑えざるを得
なかった女性や高齢者が，各種社会保障制度の
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（オーダーメイド研修）
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図表10　外国人雇用事業所数，労働者数の推移

注）各年10月現在
資料）鹿児島労働局「外国人雇用状況の届出状況」
　　  鹿児島県「第2次かごしま外国人材受入活躍推進戦略」による推計値

（事業所）（人）
20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

2,800

2,400

2,000

1,600

800

400

0

1,200

0

14,240

2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29

2,427

19,000約
（推計）

事業所数（右軸）

（年）

外国人労働者数（左軸）

隼仁会で働く外国人職員
（写真提供＝同会）

医
報
投
稿
規
程

編
集
後
記

編 集  後 記鹿児島市医報投稿規程

　投稿者は原則として，鹿児島市医師会会員とする。ただし本会あるいは編集委員会が必要と認め執筆を依頼した
もの及び各種部会・委員会が事務局担当者へ執筆を依頼したものに関してはその限りではない。

投稿資格

この規程の変更は本編集委員会の議決及び鹿児島市医師会理事会の承認を要する。
この規程は平成１７年２月７日から施行する。
この規程は平成１９年４月５日から一部改正施行する。
この規程は平成１９年１１月１６日一部改正。投稿規則８項の施行は平成２０年４月１日とする。

附　則

原稿の採否,掲載コーナーについては編集委員会で決定する。

原稿分量は原則として【別表１】のとおりとする。

図・表・写真を掲載する場合はサイズを文字数に換算して【別表２参照】原稿分量の規程範囲内に収めることと
する。ただし,編集委員会から依頼した場合はその限りではない。

原稿は原則として返却しない。（写真・ＣＤ・フラッシュメモリ等は返却する。）

他の文献を引用する場合は,原稿中にその旨明記しなければならない。
また,その際に著作権料が発生する場合は,原則として投稿者本人の負担とする。

論文に関する投稿は,人権及び動物愛護,個人情報保護法に十分配慮しなければならない。

「鹿児島市医報」に掲載された原稿の著作権は,鹿児島市医師会に帰属する。他誌に転載する場合には,編集委
員会及び理事会の議を経ることとする。

「鹿児島市医報」に掲載された記事の別刷りを希望する場合は経費の実費（全額）を執筆者負担とする。
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8 月 8 日の鹿児島の集中豪雨では特に霧島
市と姶良市では断水，床上・床下浸水などの
甚大な被害を出し，土砂の撤去など猛暑の中
での作業が続く中，再び線状降水帯に見舞わ
れました。豪雨被害の1日も早い復旧を願い，
被災されたみなさまにはお見舞い申し上げ
ます。
「誌上ギャラリー」には尊田和徳先生から

「曼珠沙華（ヒガンバナ）の里『巾着田』」を
ご投稿いただきました。500 万本の彼岸花か
らなる「赤い絨毯」とはさぞかし圧巻でしょ
う。
「論説と話題」には，「第 16 回日本プラ

イマリ・ケア連合学会学術大会」における
COVID-19 関連演題，在宅医療ケア移行の取
り組みなどの議論，「第 56 回九州地区医師会
立共同利用施設連絡協議会」での医師会病院
部門，検査・検診部門，高齢社会事業部門で
の協議と，松本吉郎日本医師会会長と福岡市
博物館の中野等館長の特別講演，「第 69 回九
州ブロック学校保健・学校医大会，令和７年
度九州学校検診協議会（年次大会）」の学校
検診協議会各部門別の教育講演，九州ブロッ
ク学校保健・学校医大会分科会での講演など
について報告されました。
「学術」には鹿児島医療センター病理診断

科の野元三治先生から「当院にて診断された
T 細胞大顆粒リンパ球性白血病（T-LGLL）
に つ い て 」 を ご 寄 稿 い た だ き ま し た。
T-LGLL は非常に稀な疾患で，日常診療に
おいて遭遇することが少ないため疑われる
こともほとんどなく，正確な診断に辿り着
くことが困難な疾患とのことです。T-LGLL
の概要と病理組織学的診断の要点について
詳述されています。
「医師会病院だより」は緩和ケア科のご紹

介です。市内唯一の公的病院の緩和ケア科
として 24 時間体制で入院に対応し，部長の 
馬見塚勝郎先生がた 4 名の医師で運用されて
います。また訪問診療の先生や訪問看護ス
テーションとも連携し，疼痛コントロールや

心理的ケアにも精通した看護師も所属する
病棟の活動が報告されています。
「随筆・その他」は粟博志先生の連載「音

楽の散歩道　その 10- ４」と，リレー随筆
には鹿児島医療センター中村佳帆先生の「あ
なたの推し活は何ですか？」です。推し活が
もたらす効果について，心理的，社会的，文
化的，経済的など多角的な視点で分析がされ
ています。今や「推し活」は現代社会のライ
フスタイルとして定着しつつあり，今後はさ
らに多様化して生活と密接に関わり「推し活
ダイバーシティー時代」が到来しそうです。
「各種部会だより」には，「第５回鹿児島

市脳神経外科医会総会・講演会」での会長
の時村洋先生による保険診療について，「鹿
児島市産婦人科医会総会・研修会」での飯尾 
一登先生の保険診療についてと鮫島浩継先
生の梅毒合併妊娠について，「鹿児島市医師
会学校医会研修会」での性教育認定講師・助
産師の山﨑真子先生の思春期の性の現状に
ついて，「鹿児島市刀圭会夏季例会」での鹿
児島レブナイズ代表取締役社長 COO 有川久志
様のスポーツビジネスとの関わりやレブナイ
ズでの取り組みについてなどの、各種のご講
演や楽しい懇親会などが報告されました。
「鹿市医狂壇」では皆様のご投句をお待ち

しております。
今年の夏も暑い日が続きました。連日，

日本列島各地での体温を超える危険な暑さ
が報道され，40 度超えの気温も記録されま
した。「地球温暖化」の影響が大きく 40 度超
えの世界は当たり前になってきているので
はとの指摘もある様です。海に囲まれた鹿児
島の夏は，せめて昔ながらの「普通に暑い夏」
のままであってほしいものです。日頃から水
分を摂って熱中症予防を心掛けたいと思い
ます。
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